
この補助金事業は、環境省「脱炭素先行事業」に陸前高田市が選考されたことを受け、再生可能

エネルギー導入ならびに地域内経済循環とエネルギーの地産地消を進めるため、令和7年度から

補助割合や補助上限を拡大し助成しているものです。

バイオマスストーブ

設置導入補助金

７５
申請要件はこちら→

設置費用の
３/４

最大 万円

陸前高田市

陸前高田市ホームページ補助金
掲載ページはこちら　▶▶▶

補助金についてのお問合せは、陸前高田市まちづくり推進課
生活環境係TEL０１９２-５４-２１１１（内線１２２）まで。

対象者：市税の滞納がなく以下のいずれにもあてはまる人

①市内に住所があるか転入予定の人

②市内にペレットストーブまたは薪ストーブ（二次燃焼
　機能付き）を設置予定

※設置後の申請はできませんのでご注意ください

対象品：未使用品であること（中古品の設置は申請対象外）

助成額：設置費用（税抜）の４分の３以内（上限７５万円）

申請期限は令和７年１１月２８日（金）までとなっています。
申請受付は先着順。お早めのご検討をおすすめいたします。

※ペレット・薪ストーブを設置する際補助金を活用する場合は、契約締結前に必要書類を揃え申請する必要

　がありますのでご注意ください。

バイオマスストーブの設置導入

７５最大

補助金がでます！

万円

設置費用の
３/４

再生可能エネルギー設備導入に対する陸前高田市の補助が拡大されました！

薪・ペレットストーブ設置導入の
ご相談承ります！

申請
サポート！

補助金の申請は

まで !!

令和７年

11/28(金)



補助金活用例
手動着火タイプのペレットストーブを設置する場合

＋本体価格
300,000円（抜）

配管・設置工事（概算）

250,000円（抜）=
通常
550,000円（抜）

のところ！
補助金活用で
お支払い金額 137,500円（▲412,500円）（抜）

※希望機種により本体価格が異なります。　※上記価格に別途消費税がかかります。

たとえ
ば

陸前高田市へ必要書類を添えて申請書を提出。

①申請書提出

申請手続きの流れ５ステップ申請手続きの流れ５ステップ

②交付決定通知書発行

陸前高田市から交付決定通知書が届きます。

③購入・設置

交付決定通知書が届いたあとに事業者と契約

（ストーブ購入）をして設置。

④完了報告書提出

陸前高田市必要書類を添えて完了報告書を提出。

⑤補助金請求

陸前高田市の完了検査を受けて補助金を請求。

申請期限は令和７年 11月 28 日 ( 金 ) まで、申請受付は先着順となっていますので、
お早めのご検討をおすすめいたします。


